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第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会（以下「本法人」と

いう。）の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払い資金の収支状況、財政

状態及び経営成績を適正に把握することを目的とする。 

 

（会計処理の基準） 

第２条 本法人の会計に関しては、法令及び定款に定めのあるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

（記録及び計算） 

第３条 本法人の会計は、その収入支出、財政状態及び経営成績を明らかにするため、会

計処理を行うにあたり、正規の簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し、

計算しなければならない。 

 

（経理事務の範囲） 

第４条 この規程において経理事務とは、次の事項をいう。 

① 予算及び決算に関する事項 

② 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項 

③ 金銭の収支に関する事項 

④ 契約に関する事項 

⑤ 財務に関する事項 

⑥ 固定資産等の管理に関する事項 

⑦ 会計監査に関する事項 

 

（会計年度） 

第５条 本法人の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（事業報告） 

第６条 本法人は、毎会計年度終了後２ヵ月以内に次の書類を作成しなければならない。 

① 収支計算書 

② 貸借対照表 

③ 財産目録 

④ 事業報告書 

 

（会計区分） 

第７条 本法人の会計区分は、法令の要請等により必要とされる場合は会計区分を設ける

ものとする。 
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（会計責任者及び出納職員） 

第８条 本法人の経理事務に関する責任者として、会計責任者を置く。 

２  第４条第１項第３号に規定する出納事務について、会計責任者に代わって一切の

出納事務を行わせるため、出納職員を置くことができる。 

３  会計責任者及び出納職員は会長が任命する。 

４  出納職員を設けた場合には、会計責任者は、出納職員を監督しなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、会計責任者の上申に基づき、理事会の承認を経て、会長が行

うものとする。 

 

 

 

第２章 帳 簿 

 

（会計帳簿） 

第１０条 会計帳簿は、次のとおりとする。 

(1) 主要簿 

① 仕訳伝票 

② 総勘定元帳 

(2) 補助簿 

① 現金出納帳 

② 固定資産管理台帳 

③ 未払金台帳 

④ 寄付金台帳 

２  会計責任者は、適宜補助簿の記録が総勘定元帳の記録と一致していることを確認

し、主要簿及び補助簿の正確な記録の維持に努めなければならない。 

 

（仕訳伝票） 

第１１条 すべての会計処理は仕訳伝票により処理しなければならない。 

２  仕訳伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整

理保存するものとする。 

３  仕訳伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等を記載し、会計責

任者の承認を受けなければならない。 

 

（会計帳簿の保存期間） 

第１２条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。 

(1) 第６条第１項第２号に規定する計算書類  永久 

(2) 仕訳伝票及び会計帳簿 １０年 
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(3) 証憑書類 １０年 

 

 

 

第３章 予 算 

 

（予算基準） 

第１３条 本法人は、毎会計年度、収支予算を作成する。 

 

（予算の事前作成） 

第１４条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会を経

て、総会において承認を得て確定する。 

 

（予算管理責任者） 

第１５条 予算の編成並びに予算の執行及び管理について会長を補佐するため、会長は管理

責任者を任命する。 

 

（補正予算） 

第１６条 予算の作成後にやむを得ない事由により、予算に変更を加える必要が必要がある

場合は、会長は補正予算を作成し、総会の議決を得なければならない。 

 

 

 

第４章 出 納 

 

（金銭の範囲） 

第１７条 この規程において、金銭とは現金、預金、貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁

の支払通知書等をいう。 

 

（収入の手続） 

第１８条 金銭の収納に際しては、出納職員の認印を受けた領収書を発行するものとする。 

 

（収納した金銭の保管） 

第１９条 日々入金した金銭は、これを直ちに支出に充てることなく、収入後７日以内に金

融機関に預け入れなければならない。 
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（寄付金品の受入手続） 

第２０条 寄付金品を受け入れた場合には、会計責任者は、寄付者、寄付金、目的を明らか

にして、会長の承認を受けなければならない。 

 

（支出の手続） 

第２１条 金銭の支払は、受領する権利を有する者からの請求書、その取引を証する書類に

基づいて行う。 

２ 金銭の支払を行う場合には、出納職員の承認を得て行わなければならない。 

３ 金銭の支払については、受領する権利を有する者の記名捺印のある領収書を受け

とらなければならない。 

４ 銀行、郵便局等の金融機関からの振込の方法により支払を行った場合で、特に前

項に規定する領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込を証する書類に

よって前項の領収書に代えることができる。 

 

（支払期日） 

第２２条 毎月２０日までに発生した債務の支払は、小口払い及び随時支払うことが必要な

ものを除き、翌月の末日に行うものとする。 

 

（現  金） 

第２３条 小口の支払いは、現金をもって行い、その都度現金出納帳に記載する。 

２ 現金の所持限度額は、１０万円とする。 

３ 現金は、毎月末日及び不足の都度精算を行い。精算時に主要簿への記帳を行う。 

 

（概 算 払） 

第２４条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、概算払をすることが

できる。 

 

（残高の確認） 

第２５条 出納職員は、現金について、毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合

しなければならない。 

２ 出納職員は預貯金について、毎月末日、取引金融機関の残高と帳簿残高とを照合

し、差額がある場合には会計責任者に報告しなければならない。 

 

（金銭過不足） 

第２６条 現金に過不足が生じたとき、出納職員は、速やかに原因を調査したうえ、遅滞な

く会計責任者に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

 

（月次報告） 

第２７条 会計責任者は、毎月末日における月次試算表を作成し、翌月１０日までに会長に

提出しなければならない。 
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第５章 財 務 

 

（資金の借入） 

第２８条 資金を借り入れる場合には、会計責任者は、その理由及び返済計画に関する文書

を作成し、会長の承認を得なければならない。 

 

（金融機関との取引） 

第２９条 金融機関との取引を開始又は中止する場合には、会計責任者は会長の承認を得て 

行わなければならない。 

２ 金融機関との取引は、会長名をもって行う。 

３ 金融機関との取引に使用する印鑑は、会長が責任をもって保管する。 

４ 会長は、実務上必要と判断した場合には、前項の規定にかかわらず、印鑑の保管

者として会計責任者を指名することができる。 

５ 前項の場合において、会長は、定期的に印鑑の保管及び使用状況を確認しなけれ

ばならない。 

 

 

 

第６章 固 定 資 産 の 管 理 

 

（固定資産の範囲） 

第３０条 この規程において、固定資産とは、取得後１年を超えて使用する有形固定資産で

あって１個若しくは１組で金額が１０万円を超える資産とする。 

 

（減価償却） 

第３１条 固定資産のうち、時の経過又は使用により価値が減少するものについては法令に

則り減価償却を実施する。 

２ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４

０年３月３１日大蔵省令第１５号）によるものとする。 

３ 減価償却資産の残存価格は、取得価格の１０％とする。ただし、１円まで償却す

る。 
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第７章 決 算 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 本法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書

類は、毎事業年度終了後２ヵ月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、理事会に

提出するものとする。 

２ 書類は理事会の承認ののち、総会の議決により確定する。 

 

（決算整理事項） 

第３３条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくても次の事項について計算

を行うものとする。 

① 資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認 

② 会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認 

③ 上記⑴及び⑵に基づく未収金、未払金の計上 

④ 減価償却費の計上 

２ 決算を正確に行い決算数値の根拠を明らかにしておくために、管理資料として借

入金明細表、寄付金収入明細表を作成する 

 

 

 

第８章 会 計 監 査 

 

（遵守義務） 

第３４条 会長は、関係法令及びこの経理規程に基づいて適正妥当な会計処理がなされてい

るかどうかを監事に監査させ、その結果を報告させることができる。 

 

 

 

 

附  則 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


